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うち、みかじめ料、用心棒料等の要求行為に対するものは42件（前年同期比18件増）と全体

の54.5％を占めている（図表２－12 。）

、 、平成14年上半期の再発防止命令を団体別に見ると 山口組に対するものが31件と最も多く

全体の40.3％を占め、次いで稲川会20件、住吉会12件の順になっている。

なお、平成14年上半期においては、１件の中止命令に対する違反及び３件の再発防止命令

に対する違反で４件の事件を検挙しており、法施行後同年６月末までに、49件の命令（中止

命令７件、再発防止命令42件）に対する違反で46件の事件を検挙している。

【事例１】中野会傘下組織幹部による不当贈与要求行為に対する再発防止命令（京都）

中野会傘下組織幹部(33)は、平成13年12月、複数の者に対し、指定暴力団の威力を示して

出所祝い金名目で金銭を要求したこと等から、更に反復して類似の暴力的要求行為をするお

それがあると認め、１年間、人に対して出所祝い金等の名目で金銭を要求してはならない旨

を命じた（２月１日再発防止命令 。）

【事例２】稲川会傘下組織組長等による暴力的要求行為に係る再発防止命令違反事件（群馬）

稲川会傘下組織組長(52)は、平成13年11月、群馬県公安委員会から１年間、みかじめ料や

用心棒料等を要求することを禁ずる旨の再発防止命令を受けていた前記傘下組織組員と共謀

の上、平成13年12月、群馬県前橋市において、運転代行業者に対し、みかじめ料を要求し、

前記再発防止命令に違反した（３月１日検挙 。）




